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一般財団法人 安全保障貿易情報センター 

 

公表制度通信（第５０号） 

 
平素より、弊センターの自主判定結果公表規約による公表リストをご利用いただき誠

にありがとうございます。  

  

さて、２０２５年（令和７年）１１月１４日付けで、「輸出貿易管理令の一部を改正 

する政令」等が公布されました。 

 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/shourei/20251114_kamotsutousyou

rei.pdf 

 

関係する貨物等省令の一部改正に伴い、既に公表されている型番について、該非判

定に変更がないか、念の為、ご確認いただきますようお願い申し上げます。 

 

なお、今回の貨物等省令の一部改正により、抹消を希望される場合は、自主判定結

果公表規約に基づき、２０２６年１月２０日（火）までに手続きを行って下さい。 

 

https://www.cistec.or.jp/kohyo/yoshiki.doc 

 

なお、政省令改正による抹消は、賛助会員の場合は、無料です。非賛助会員の場合

は１型番につき、２２０円です。 

 

２．自主判定結果公表規約の遵守徹底と受取確認メールのお願い 

 

大変お手数ですが、２０２６年１月２０日（火）までに、本「公表制度通信」の受取

確認及び一部抹消の有無をメールにてご連絡下さい。特にCISTECの非賛助会員で、公表

企業の方は、必ず受取確認メールをお願い致します。期日までにご連絡いただけない場

合、自主判定結果公表規約に基づき、今後の公表をお断りする場合がございます。ご理

解の程、どうぞ宜しくお願いいたします。 
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